
重点プロジェクトの考え方について

① 重点プロジェクト（総合戦略）は国・府の総合戦略に即す必要があるため、5年計画となる。

② 5年後の第3期総合戦略に対応するため、時代に即したプロジェクトを設定し、それに関連する施策展開の方向を再選択し実施。

③ 地方創生（まち・ひと・しごと）に関連するプロジェクトを３つ設定（予定）。

【例】小さなまちだからこそできる子育て家庭応援プロジェクト

　　→テーマに関連する施策展開の方向を横断的に選択。プロジェクトのKPIを出生数や婚姻数として設定。　→5年後、テーマを再設定し、展開方向を再選択

第2期 第3期

学校教育の充実 重点 ×改善すべき （1）「確かな学力」を培う義務教育の推進 （2）「豊かな人間性」を培う義務教育の推進 （3）健やかな心と体づくりの推進 （4）「ともに学び、ともに育つ教育」の推進

学校教育環境の充実 重点 ×改善すべき （1）学校施設の充実 （2）家庭や地域の教育力の活用

結婚・妊娠・出産を支える
包括的な支援の充実

重点 ○推進すべき （１）子どもと親の健康づくりの推進 （2）地域における子育て支援の推進 （3）援助が必要な家庭への支援の充実 （4）新婚夫婦への支援
テーマを変え組み換え

安心して子育てできる環境の充実 重点 ○推進すべき （１）幼児教育の充実 （2）保育サービスの充実 （3）子育て施設の充実 （4）仕事と子育ての両立支援

青少年の健全育成 重点 ○推進すべき （1）健全育成活動の促進 （2）放課後等における児童の居場所づくり （3）子ども達を犯罪から守る取り組みの推進

高齢者福祉の充実 ▼継続 （1）地域生活支援体制の充実

障がい者福祉の充実 ×改善すべき （1）障がいのある方の活躍推進

地域福祉の充実 ▼継続 （１）地域福祉活動の推進 （２）地域福祉の担い手の育成

健康づくりの推進 △ゆるやかに改善すべき （1）健康寿命の延伸 （2）感染症予防対策の推進 （3）地域医療の充実 （4）介護予防対策の推進 （5）食育の推進

社会保障の充実 ▼継続 （１）国民健康保険制度の適正運用 （２）介護保険制度の適正運用 （３）国民年金制度の啓発活動 （4）後期高齢者医療制度の適正運用

多様な価値観を尊重するまちづくり 人権・多文化共生の意識醸成 ▼継続 （1）子どもの権利擁護の推進 （2）非核平和のまちづくりの推進 （3）人権の尊重 （4）男女共同参画の推進 （5）多文化共生社会の形成

地域共助・コミュニティ活動の支援 ×改善すべき （1）地域防災の推進 （2）地域の防犯対策の充実 （3）コミュニティ活動の支援 （4）住民参画・協働の推進

魅力向上・発信 （1）地域の魅力向上 （2）まちのPR （3）情報共有の推進

生涯にわたって学べるまちづくり 生涯学習・生涯スポーツの推進 ×改善すべき （1）生涯学習活動の支援 （2）生涯学習環境の整備

災害に強いまちづくり 防災力・減災力の向上 重点 ×改善すべき （1）危機管理体制の充実 （2）災害を見据えた都市基盤の整備

生活安全対策の推進 重点 ○推進すべき （1）交通安全対策の推進 （2）消費者意識の向上と相談窓口の充実

消防・救急・救命体制の充実 ○推進すべき （1）消防力の強化・充実 （2）救急・救助対策の充実

人が集うまちづくり 適正な土地利用の推進 ×改善すべき （1）市街地の活性化 （2）駅周辺のにぎわいづくり

町内移動がしやすいまちづくり 交通環境の整備 ×改善すべき （1）安全で快適な道路環境の確保 （2）交通環境の充実 （3）徒歩や自転車利用の促進

良好で快適な住環境の形成 ▼継続 （1）安全で快適な住環境の推進 （2）憩いの空間の形成

公衆衛生の維持 ×改善すべき （1）下水道事業の推進 （2）廃棄物の適正な処理の推進 （3）環境衛生の推進

環境へ配慮したまちづくり 環境への配慮 ○推進すべき （1）環境教育の推進・啓発 （2）低炭素社会実現に向けた取組の推進 （3）ごみの減量化・再資源化の推進 （4）環境保全の推進

地域振興を目指したまちづくり 産業振興・創業 重点 ×改善すべき （1）経営基盤の強化 （2）商工業の振興 （3）農業・漁業振興 （4）創業の推進

働きやすい環境のまちづくり 就労支援 重点 ×改善すべき （1）雇用・就労支援の充実 （2）職住近接支援

効率的な行政運営の推進 重点 ×改善すべき （1）効率的な行政運営の推進 （2）安定的な財政運営の推進 （3）Icｔ利活用の推進 （4）広域行政と民間活力導入の推進

公共施設の適正管理 ×改善すべき （1）施設の計画的な更新・長寿命化の推進

柔軟な体制をとれるまちづくり 人材育成 （1）職員の能力開発の推進

18

基本構想 基本計画

施策展開の方向　　（　　       　は統合による名称変更もしくは新設に該当）分野 基本目標 方針 施策 重点 施策の取組方向

学校教育が充実したまちづくり

切れ目のない子育て支援が
充実したまちづくり

だれもが暮らしやすいまちづくり

健康づくりを推進するまちづくり

健
康
・
福
祉

健康に
暮らせる

まち

生涯活躍
できるまち

こ
ど
も
・
教
育

子育てが
しやすい

まち

愛着がもてるまちづくり

安
全
・
安
心

安心して
暮らせる

まち 安全に暮らせるまちづくり

自
治
・
多
様
性

快適な
都市基盤のまちづくり

ま
ち
の
運
営

持続可能な
行政運営が
できている

まち

環
境
と
都
市
基
盤

便利で
生活しやすい

まち

重点プロジェクト

R3～7 R8～12

限られた行政資源を
有効活用できているまちづくり

産
業
・

雇
用

誰もが働きたく
なるまち

重点プロジェクト３

重点プロジェクト2

重点プロジェクト1

テーマごとに施策を

横断した事業をピッ

クアップ

重点プロジェクト３

（例）

小さいまち

だからこそ取り組む

健康長寿プロジェクト

重点プロジェクト2

（例）

近くで暮らし近くで働

く、魅力的なまちづく

りプロジェクト

重点プロジェクト1

（例）

小さなまちだからこそ

できる子育て世帯応

援プロジェクト

テーマごとに施策を

横断した施策展開の

方向をピックアップ

資料6


